
 

  

 令和２年２月４日（火）に淀川区・東淀川区廃棄物減量等推進員実地研修を開催しました。 

当日は、各連合町会から計２８名の「ごみゼロリーダー」の皆さまに参加していただき、蛍

光灯管のリサイクル処理を行う「野村興産株式会社関西工場」を見学しました。 

 この研修は、「ごみゼロリーダー」の皆さまに大阪市におけるごみの減量とリサイクルの状

況を知っていただき、連合町会や町会に持ち帰って地域の住民の方々の手本となって活動を

していただくために毎年開催しているものです。 

現地では、廃蛍光灯管のリサイクルシステム ①使用済み蛍光灯管破砕・洗浄 ②資源の

選別・回収（ガラス⇒住宅用断熱材・アルミ口金⇒アルミ原料・蛍光粉⇒レアアース原料と

して回収、洗浄後の廃水から水銀を回収）の工程を見学し、野村興産社員よりリサイクルの

重要性について説明を受けました。 

これにより地域活動で蛍光灯管の回収の普及啓発に役立てていただきたいと思います。 
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令和２年２月発行 

淀川区 

廃棄物減量等推進員実地研修開催！ 



家庭から排出される「蛍光灯管」は、お住まいの地域を担当する環境事業センターへ電話等

による申し込みにより職員がご家庭まで回収にお伺いします。 

回収品目    家庭から排出される蛍光灯管（電球・グロー球・ＬＥＤを除く） 

             

 

 

 

 

 

 

 

           

家庭から排出される「蛍光灯管の電話等 

申し込みによる訪問回収」を実施しています 

なお、粗大ごみ収集に該当する大きさ（最大の辺又は径が３０㎝ 

を超えるもの、棒状で１ⅿを超えるもの）の蛍光灯管も回収します。 

回収できるもの 回収できないもの 

■蛍光灯管の出し方 

蛍光灯管は、破損防止のため、

紙箱や紙筒に入れるか、新聞

紙等で包み、蛍光灯管だけをま

とめて中身の見えるごみ袋に入

れてお出しください。 

蛍光灯管が割れている場合 

厚紙などに包んで 

「キケン」と表示して 

からお出しください。 

 お申し込み先、お問い合わせ先 

聴覚・音声機能・言語機能障がいなどのある方は 

ファクシミリ・はがきで申し込みができます 

住所、氏名、蛍光灯管の大きさ、数量、回収希
望日をファクシミリ用紙・はがきに書いて左記までお
申し込みください。 
東北環境事業センターから、回収日をファクシミリ・
はがきでお知らせします。 

 東北環境事業センター 

 電話番号：06-6323-3511 
 FAX番号：06-6370-3951 

 所在地：〒533-0006 

        大阪市東淀川区上新庄 

        １－２－２０ 

 受付時間：月～土の8時30分～17時（年末年始を除く） 

        ※祝日も受付しています。 


